
質  問  書（契約課回答案） 

 
※ この MS-WORD文書のまま送付お願いいたします。（PDF等のフォーマットへ変換しないでください） 

2022年 11月 25日 

「パラオ国ミナト橋架け替え計画準備調査（QCBS）」 

 （公示日：2022年 11月 9日／調達管理番号：22a00605）について、質問と回答は以下の通りです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 p.32) 

別紙 2 プロポーザル評価配点表 

「3.業務従事者の経験・能力」にある「(1)業務

主任者の経験・能力／業務管理グループの評

価」について、業務主任者の経験能力 「①の

イ）」と副業務主任者の経験能力「②のイ）」の

記載が異なっています。副業務主任者の経験

能力については、記載のとおりか、あるいは業

務主任者と同様と理解すればよいでしょうか。 

失礼いたしました。 

業務主任者の経験能力のイ）の記載を、 

「イ）対象国・地域での業務経験」 

に訂正いたします。 

また、（３）の施工計画/調達事情/積算につい

ても同じく「イ）対象国・地域での業務経験」に

訂正いたします。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

上記 2022年 11月 18日回答分 

2 P.11（8）類似案件の情報収集及び既

存資料の活用 

“「2022 年度道路アセットマネジメントプラットフ

ォーム技術支援に関する情報収集・確認調査」

での調査結果を確認し～”という記載がありま

すが、この情報収集・確認調査の進捗状況と、

調査結果の提供時期について教えてください。 

パラオにおける現地調査は 2023年 5月頃に

なる見込みですが、調査結果の提供時期は

同年 9月頃になります。 



3 P.27 2. 業務実施上の条件（1） “2023 年 10 月上旬までに完成予想図、附属

資料を除く概要資料の素案（国債登録用）を提

出し、2024 年 3 月を目途に第２回現地調査

（概略設計説明）を行う”という記載があります

が、2023年 10月～2024年 3月までに待機期

間が生じているように見受けられます。この

2023 年 10 月～2024 年 3 月の間に想定され

ている具体的な作業があれば教えてください。 

本業務では、2023 年 10 月上旬までに事業

予算を確保するための事業費算出が求めら

れていますが、先方政府への準備調査報告

書案の説明は 2024 年 3 月を予定しますの

で、諸物価事情を反映させた事業費を含む

事業内容の確認を経た同報告書案作成を行

うことになります。 

4 P28 

(4)配布資料/公開資料等 

配布資料、公開資料の中に、パラオ政府から

本件の要請書はありませんが、要請書があり

ましたら配布頂くことは可能でしょうか？ 

要請書はまだ提出されていません。 

5 P23 

第 8条報告書等 

成果品の(6)から(9)の提出期限は示されてい

ますが、(1)から(5)の各報告書の提出時期（期

限）が示されていません。提出する時期を教え

てください。 

それぞれ以下のとおりです。 

(1)業務計画書は、契約締結日から起算して

10営業日内の提出です。 

(2)インセプション・レポートは、第 1 回現地調

査渡航約 1週間前を目途とする。 

(3)第 1 回現地調査結果概要は、第１現地調

査の結果を、調査の対処方針と照らし合わせ

て関係者に報告する及び現地調査の結果と

その後の分析結果を踏まえて、設計・積算の

基本方針及び適正な内容・案件規模の設定

について、外務省を含む関係者に確認する

ために使用するので、第１回現地調査終了

後 2週間程度を目途とする。 

(4)準備調査報告書(案)は現地での説明・協

議出発約 2週間前を目途とする。 

(5)概要資料(案) 現地での準備調査報告書



 

以 上 

 

 

 

 

 

（案）について先方合意が得られた後速やか

に提出する。なお素案（附属資料を除いた部

分）は 2023年 10月上旬までに提出する。 

6 P.26~27 

(3)業務従事予定者の経験、能力 

p.32 

別紙 2 プロポーザル評価配点表 

業務主任者、施工計画/調達事情/積算ともに、

対象国及び類似地域での経験は「パラオ及び

全途上国地域」となっております。一方、11/18

に公開された質問回答では、別紙2プロポーザ

ル評価配点表において、業務主任者、施工計

画/調達事情/積算ともに、「対象国・地域での業

務経験」と回答されておりますが、全途上国で

の経験は評価されるのでしょうか？ 

各評価対象業務従事者を評価するに当たっ

ての業務経験地域は第 3 章１．（３）、2）の業

務主任者または各業務従事者の②の記載を

ご確認ください。 


